
秋田市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則をここに公布する。

令和７年５月26日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市規則第33号

秋田市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則

（趣旨）

第１条 宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律第191号。以下

「法」という。）の施行については、宅地造成及び特定盛土等規制法施

行令（昭和37年政令第16号）および宅地造成及び特定盛土等規制法施行

規則（昭和37年建設省令第３号。以下「省令」という。）に定めるもの

のほか、この規則の定めるところによる。

（身分証明書）

第２条 法第７条第１項および第２項の身分を示す証明書は、身分証明書

（様式第１号）とする。

２ 法第24条第２項又は第43条第２項において準用する法第７条第１項の

身分を示す証明書は、身分証明書（様式第２号）とする。

（宅地造成等に関する工事の許可の申請の手続）

第３条 法第12条第１項の許可を受けようとする工事主は、当該許可に係

る工事の施行区域を工区に分けたときは、省令第７条第１項第１号の表

又は第２項第１号の表に掲げる図面に当該工区の位置、区域および規模

を明示しなければならない。

（宅地造成等に関する工事の許可の申請書の添付書類）

第４条 省令第７条第１項第12号および第２項第10号の規則で定める書類

は、次に掲げる書類とする。

(1) 工事主が個人の場合は、直前３年の所得税の納付すべき額および納

付済額を証する書類



(2) 工事主が法人の場合は、直前３年の各事業年度の貸借対照表、損益

計算書、株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書、個別注記

表ならびに法人税の納付すべき額および納付済額を証する書類

(3) 工事主が法人の場合は、事業経歴書

(4) 工事主が法人の場合において、発行済株式総数の100分の５以上の

株式を有する株主又は出資の額の100分の５以上の額に相当する出資

をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し又は個人番号

カード（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律（平成25年法律第27号）第２条第７項に規定する個人番

号カードをいう。）の写し（これらの者が法人である場合は、その登

記事項証明書）および当該株主の有する株式の数又は当該出資をして

いる者のなした出資の金額を確認することができる書類

(5) 工事主が次に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書類

ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

イ 法又は法に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その

執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から５年を経

過しない者

ウ 法第12条第１項、第16条第１項、第30条第１項又は第35条第１項

の許可を取り消され、その取消しの日から５年を経過しない者（当

該許可を取り消された者が法人である場合は、当該取消しの処分に

係る行政手続法（平成５年法律第88号）第15条第１項の規定による

通知があった日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消

しの日から５年を経過しないものを含む。）

エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律

第77号）第２条第６号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力

団員でなくなった日から５年を経過しない者（カにおいて「暴力団

員等」という。）

オ 法人でその役員のうちにアからエまでのいずれかに該当する者の

あるもの

カ 暴力団員等がその事業活動を支配する者



(6) 工事施行者の登記事項証明書、事業経歴書および工事施行者が建設

業法（昭和24年法律第100号）第３条第１項の許可を受けていること

を証する書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

（宅地造成等に関する工事の着手の届出）

第５条 法第12条第１項の許可を受けた者（法第15条第１項又は第２項の

規定により法第12条第１項の許可を受けたものとみなされる者を含

む。）は、当該許可に係る工事に着手したときは、速やかに、届出書を

市長に提出しなければならない。

２ 前項の規定にかかわらず、法第15条第２項の規定により法第12条第１

項の許可を受けたものとみなされる工事については、秋田市宅地開発に

関する規則（平成14年秋田市規則第34号）第11条の届出書の提出をもっ

て前項の届出書の提出に代えることができる。

（宅地造成等に関する工事の許可の特例の協議の手続）

第６条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第15条第１項

の規定により市長との協議を行おうとする者は、申出書の正本および副

本に、省令第７条第１項各号（第７号から第９号までおよび第12号を除

く。）に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

２ 土石の堆積に関する工事について、法第15条第１項の規定により市長

との協議を行おうとする者は、申出書の正本および副本に、省令第７条

第２項各号（第５号から第７号までおよび第10号を除く。）に掲げる書

類を添付して、市長に提出しなければならない。

３ 市長は、第１項又は前項の規定による協議が成立したときは、その旨

を第１項又は前項の申出書の副本に記載したものにより当該協議を行っ

た者に通知するものとする。

４ 第３条の規定は、第１項又は第２項の規定による協議に係る工事につ

いて準用する。

（宅地造成等に関する工事の計画の変更に係る許可の申請書の添付書

類）

第７条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第16条第１項



の許可を受けようとする者は、省令第37条第１項に規定する書類のほか、

当該工事の計画に係る変更前および変更後の内容を明示した書類を添付

して、市長に提出しなければならない。

２ 土石の堆積に関する工事について、法第16条第１項の許可を受けよう

とする者は、省令第37条第２項に規定する書類のほか、当該工事の計画

に係る変更前および変更後の内容を明示した書類を添付して、市長に提

出しなければならない。

（宅地造成等に関する工事の計画の変更に係る許可の特例の協議の手

続）

第８条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第16条第３項

において準用する法第15条第１項の規定により市長との変更の協議を行

おうとする者は、申出書の正本および副本に、次に掲げる書類を添付し

て、市長に提出しなければならない。

(1) 第６条第１項に規定する書類のうち当該工事の計画の変更に伴いそ

の内容が変更されるもの

(2) 前号の書類に係る変更前および変更後の内容を明示した書類

２ 土石の堆積に関する工事について、法第16条第３項において準用する

法第15条第１項の規定により市長との変更の協議を行おうとする者は、

申出書の正本および副本に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出し

なければならない。

(1) 第６条第２項に規定する書類のうち当該工事の計画の変更に伴いそ

の内容が変更されるもの

(2) 前号の書類に係る変更前および変更後の内容を明示した書類

３ 第６条第３項の規定は、第１項又は前項の規定による変更の協議につ

いて準用する。この場合において、同条第３項中「第１項又は前項」と

あるのは、「第８条第１項又は第２項」と読み替えるものとする。

（宅地造成等に関する工事の中止等の届出）

第９条 法第12条第１項の許可を受けた者（法第15条第１項又は第２項の

規定により法第12条第１項の許可を受けたものとみなされる者を含

む。）は、当該許可に係る工事を中止し、もしくは中止した工事を再開



し、又は工事を廃止しようとするときは、速やかに、届出書を市長に提

出しなければならない。

（宅地造成又は特定盛土等に関する工事の完了の検査の手続）

第10条 法第17条第１項の規定による検査の申請および同条第２項の規定

による検査済証の交付は、法第12条第１項の許可に係る工事（法第15条

第１項の規定により法第12条第１項の許可を受けたものとみなされる工

事を含む。）の施行区域を工区に分けたときは、当該工区ごとに行わな

ければならない。

（宅地造成又は特定盛土等に関する工事の中間検査の手続）

第11条 法第18条第１項の規定による検査の申請および同条第２項の規定

による中間検査合格証の交付は、法第12条第１項の許可に係る工事（法

第15条第１項又は第２項の規定により法第12条第１項の許可を受けたも

のとみなされる工事を含む。）の施行区域を工区に分けたときは、当該

工区ごとに行わなければならない。

（宅地造成等に関する届出工事等の変更の届出）

第12条 法第21条第１項又は第３項の規定による届出をした者は、当該届

出に係る内容を変更しようとするときは、届出書に、当該届出に係る変

更前および変更後の内容を明示した書類を添付して、市長に提出しなけ

ればならない。

（宅地造成等に関する届出工事等の中止等の届出）

第13条 法第21条第１項又は第３項の規定による届出をした者は、当該届

出に係る工事を中止し、もしくは中止した工事を再開し、又は工事を廃

止しようとするときは、速やかに、届出書を市長に提出しなければなら

ない。

（宅地造成等に関する届出工事等の完了の届出）

第14条 法第21条第１項又は第３項の規定による届出をした者は、当該届

出に係る工事を完了したときは、速やかに、届出書を市長に提出しなけ

ればならない。

（特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可の申請の手続）

第15条 法第30条第１項の許可を受けようとする工事主は、当該許可に係



る工事の施行区域を工区に分けたときは、省令第63条第１項第１号又は

第２項第１号の規定により添付しなければならない図面に当該工区の位

置、区域および規模を明示しなければならない。

（特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可の申請書の添付書類）

第16条 省令第63条第１項第２号および第２項第２号の規則で定める書類

は、次に掲げる書類とする。

(1) 第４条第１号から第６号までに掲げる書類

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

（特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の着手の届出）

第17条 法第27条第１項の規定による届出をした者又は法第30条第１項の

許可を受けた者（法第34条第１項又は第２項の規定により法第30条第１

項の許可を受けたものとみなされる者を含む。）は、当該届出又は当該

許可に係る工事に着手したときは、速やかに、届出書を市長に提出しな

ければならない。

２ 第５条第２項の規定は、法第34条第２項の規定により法第30条第１項

の許可を受けたものとみなされる工事について準用する。この場合にお

いて、第５条第２項中「前項」とあるのは、「第17条第１項」と読み替

えるものとする。

（特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可の特例の協議の手続）

第18条 特定盛土等に関する工事について、法第34条第１項の規定により

市長との協議を行おうとする者は、申出書の正本および副本に、省令第

７条第１項各号（第７号から第９号までおよび第12号を除く。）に掲げ

る書類を添付して、市長に提出しなければならない。

２ 土石の堆積に関する工事について、法第34条第１項の規定により市長

との協議を行おうとする者は、申出書の正本および副本に、省令第７条

第２項各号（第５号から第７号までおよび第10号を除く。）に掲げる書

類を添付して、市長に提出しなければならない。

３ 市長は、第１項又は前項の規定による協議が成立したときは、その旨

を第１項又は前項の申出書の副本に記載したものにより当該協議を行っ

た者に通知するものとする。



４ 第15条の規定は、第１項又は第２項の規定による協議に係る工事につ

いて準用する。この場合において、同条中「省令第63条第１項第１号又

は第２項第１号の規定により添付しなければならない図面」とあるのは、

「省令第７条第１項第１号の表又は第２項第１号の表に掲げる図面」と

読み替えるものとする。

（特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の計画の変更に係る許可の申

請書の添付書類）

第19条 特定盛土等に関する工事について、法第35条第１項の許可を受け

ようとする者は、省令第67条第１項に規定する書類のほか、当該工事の

計画に係る変更前および変更後の内容を明示した書類を添付して、市長

に提出しなければならない。

２ 土石の堆積に関する工事について、法第35条第１項の許可を受けよう

とする者は、省令第67条第２項に規定する書類のほか、当該工事の計画

に係る変更前および変更後の内容を明示した書類を添付して、市長に提

出しなければならない。

（特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の計画の変更に係る許可の特

例の協議の手続）

第20条 特定盛土等に関する工事について、法第35条第３項において準用

する法第34条第１項の規定により市長との変更の協議を行おうとする者

は、申出書の正本および副本に、次に掲げる書類を添付して、市長に提

出しなければならない。

(1) 第18条第１項に規定する書類のうち当該工事の計画の変更に伴いそ

の内容が変更されるもの

(2) 前号の書類に係る変更前および変更後の内容を明示した書類

２ 土石の堆積に関する工事について、法第35条第３項において準用する

法第34条第１項の規定により市長との変更の協議を行おうとする者は、

申出書の正本および副本に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出し

なければならない。

(1) 第18条第２項に規定する書類のうち当該工事の計画の変更に伴いそ

の内容が変更されるもの



(2) 前号の書類に係る変更前および変更後の内容を明示した書類

３ 第18条第３項の規定は、第１項又は前項の規定による変更の協議につ

いて準用する。この場合において、同条第３項中「第１項又は前項」と

あるのは、「第20条第１項又は第２項」と読み替えるものとする。

（特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の中止等の届出）

第21条 法第30条第１項の許可を受けた者（法第34条第１項又は第２項の

規定により法第30条第１項の許可を受けたものとみなされる者を含

む。）は、当該許可に係る工事を中止し、もしくは中止した工事を再開

し、又は工事を廃止しようとするときは、速やかに、届出書を市長に提

出しなければならない。

（特定盛土等に関する工事の完了の検査の手続）

第22条 法第36条第１項の規定による検査の申請および同条第２項の規定

による検査済証の交付は、法第30条第１項の許可に係る工事（法第34条

第１項の規定により法第30条第１項の許可を受けたものとみなされる工

事を含む。）の施行区域を工区に分けたときは、当該工区ごとに行わな

ければならない。

（特定盛土等に関する工事の中間検査の手続）

第23条 法第37条第１項の規定による検査の申請および同条第２項の規定

による中間検査合格証の交付は、法第30条第１項の許可に係る工事（法

第34条第１項又は第２項の規定により法第30条第１項の許可を受けたも

のとみなされる工事を含む。）の施行区域を工区に分けたときは、当該

工区ごとに行わなければならない。

（特定盛土等又は土石の堆積に関する届出工事等の変更の届出等）

第24条 特定盛土等に関する工事について、法第28条第１項の規定による

届出をしようとする者は、省令第61条第１項に規定する書類のほか、当

該工事の計画に係る変更前および変更後の内容を明示した書類を添付し

て、市長に提出しなければならない。

２ 土石の堆積に関する工事について、法第28条第１項の規定による届出

をしようとする者は、省令第61条第２項に規定する書類のほか、当該工

事の計画に係る変更前および変更後の内容を明示した書類を添付して、



市長に提出しなければならない。

３ 法第40条第１項又は第３項の規定による届出をした者は、当該届出に

係る内容を変更しようとするときは、届出書に、当該届出に係る変更前

および変更後の内容を明示した書類を添付して、市長に提出しなければ

ならない。

（特定盛土等又は土石の堆積に関する届出工事等の中止等の届出）

第25条 法第27条第１項又は第40条第１項もしくは第３項の規定による届

出をした者は、当該届出に係る工事を中止し、もしくは中止した工事を

再開し、又は工事を廃止しようとするときは、速やかに、届出書を市長

に提出しなければならない。

（特定盛土等又は土石の堆積に関する届出工事等の完了の届出）

第26条 法第27条第１項又は第40条第１項もしくは第３項の規定による届

出をした者は、当該届出に係る工事を完了したときは、速やかに、届出

書を市長に提出しなければならない。

（書類の提出）

第27条 次の表の左欄に掲げる法およびこの規則の規定に基づく届出書等

は、それぞれ同表の右欄に掲げる書類によるものとする。

番号 左欄 右欄

(1) 第５条第１項および第17条 宅地造成等に関する工事の着手届出

第１項 書

(2) 第６条第１項および第18条 宅地造成又は特定盛土等に関する工

第１項 事の協議申出書

(3) 第６条第２項および第18条 土石の堆積に関する工事の協議申出

第２項 書

(4) 第８条第１項および第20条 宅地造成又は特定盛土等に関する工

第１項 事の計画の変更協議申出書

(5) 第８条第２項および第20条 土石の堆積に関する工事の計画の変

第２項 更協議申出書

(6) 法第16条第２項および法第 宅地造成等に関する工事の軽微な変

35条第２項 更届出書



(7) 第９条、第13条、第21条お 宅地造成等に関する工事の中止・再

よび第25条 開・廃止届出書

(8) 法第19条第１項および法第 宅地造成又は特定盛土等に関する工

38条第１項 事の定期報告書

(9) 土石の堆積に関する工事の定期報告

書

(10) 第12条および第24条第３項 宅地造成等に関する届出工事等の変

更届出書

(11) 第14条および第26条 宅地造成等に関する届出工事等の完

了届出書

（委任）

第28条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。



様式第１号（第２条関係）

（表面）

９センチメートル

第 号

身 分 証 明 書

ル 所 属

ト 職 名

ー 氏 名

メ 生年月日 年 月 日

チ 上記の者は、宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律第191号）

ン 第５条第１項の規定による測量もしくは調査又は同法第６条第１項の規定

セ による障害物の伐除もしくは土地の試掘等を行うため、他人の占有する土

６ 地に立ち入る権限を有する者であることを証明する。

年 月 日交付

秋田市長 印

（裏面）

宅地造成及び特定盛土等規制法（抜粋）

（基礎調査のための土地の立入り等）
第５条 都道府県知事（指定都市又は中核市の区域内の土地については、それぞれ指定都市又は中核市の
長。第50条を除き、以下同じ。）は、基礎調査のために他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を
行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じ
た者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。
２～５ （略）
（基礎調査のための障害物の伐除及び土地の試掘等）
第６条 前条第１項の規定により他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う者は、その測量又は
調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくは垣、柵その他の工作物（以下
この条、次条第２項及び第58条第２号において「障害物」という。）を伐除しようとする場合又は当該土
地に試掘若しくはボーリング若しくはこれに伴う障害物の伐除（以下この条、次条第２項及び同号におい
て「試掘等」という。）を行おうとする場合において、当該障害物又は当該土地の所有者及び占有者の同
意を得ることができないときは、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて当該障害物を伐
除し、又は当該土地の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けて当該土地に試掘等を行うことができ
る。この場合において、市町村長が許可を与えるときは障害物の所有者及び占有者に、都道府県知事が許
可を与えるときは土地又は障害物の所有者及び占有者に、あらかじめ、意見を述べる機会を与えなければ
ならない。
２および３ （略）
（証明書等の携帯）
第７条 第５条第１項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を
携帯しなければならない。
２ 前条第１項の規定により障害物を伐除しようとする者又は土地に試掘等を行おうとする者は、その身分
を示す証明書及び市町村長又は都道府県知事の許可証を携帯しなければならない。
３ 前２項に規定する証明書又は許可証は、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならな
い。



様式第２号（第２条関係）

（表面）

９センチメートル

第 号

身 分 証 明 書

ル 所 属

ト 職 名

ー 氏 名

メ 生年月日 年 月 日

チ 上記の者は、宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律第191号）

ン 第24条第１項又は第43条第１項の規定による検査を行うため、他人の占有

セ する土地に立ち入る権限を有する者であることを証明する。

６

年 月 日交付

秋田市長 印

（裏面）

宅地造成及び特定盛土等規制法（抜粋）

（証明書等の携帯）
第７条 第５条第１項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を
携帯しなければならない。
２ （略）
３ 前２項に規定する証明書又は許可証は、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならな
い。
（立入検査）
第24条 都道府県知事は、第12条第１項、第16条第１項、第17条第１項若しくは第４項、第18条第１項、第
20条第１項から第４項まで又は前条第１項若しくは第２項の規定による権限を行うために必要な限度にお
いて、その職員に、当該土地に立ち入り、当該土地又は当該土地において行われている宅地造成等に関す
る工事の状況を検査させることができる。
２ 第７条第１項及び第３項の規定は、前項の場合について準用する。
３ 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
（立入検査）
第43条 都道府県知事は、第27条第４項（第28条第３項において準用する場合を含む。）、第30条第１項、
第35条第１項、第36条第１項若しくは第４項、第37条第１項、第39条第１項から第４項まで又は前条第１
項若しくは第２項の規定による権限を行うために必要な限度において、その職員に、当該土地に立ち入
り、当該土地又は当該土地において行われている特定盛土等若しくは土石の堆積に関する工事の状況を検
査させることができる。
２ 第７条第１項及び第３項の規定は、前項の場合について準用する。
３ 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
（注） 第24条第１項および第43条第１項の都道府県知事は、中核市にあっては、中核市の市長となりま
す。


